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諮問庁：文部科学大臣 

諮問日：平成２６年７月８日（平成２６年（行情）諮問第３４４号） 

答申日：平成２９年２月１５日（平成２８年度（行情）答申第７２７号） 

事件名：原子力損害賠償紛争解決センターの会議・会合の議事録等の不開示決

定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる請求文書１ないし請求文書３（以下，併せて「本件請

求文書」という。）の開示請求に対し，別紙の２に掲げる文書１及び文書

２（以下，併せて「本件対象文書」という。）を特定し，その全部を不開

示とした決定については，本件対象文書を特定したことは妥当であるが，

別紙の３に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２６年５月２日付け２６受文科開

第２１５号により文部科学大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」とい

う。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について，その取

消しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人の主張する異議申立ての理由は，異議申立書及び意見書の記

載によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）異議申立書 

ア 原処分の通知において，請求文書１及び請求文書３の行政文書につ

いて該当する会議が総括委員会であるとしているが，特定職員が出席

した会議や会合が総括委員会のみであるとは到底考えられず，分けて

取り扱われるべきと考える。 

イ 文書１について原処分の通知書では，議事録及び議事概要を公にす

ることが「委員会における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立

性が不当に損なわれるおそれ，不当に国民の間に混乱を生じさせるお

それがある」としている。しかし，総括委員は原子力損害賠償紛争審

査会（以下「紛争審査会」という。）において指名された委員長及び

委員の３名によって構成され，原子力損害賠償紛争解決センター（以

下「紛争解決センター」という。）の和解仲介手続を総括するもので

あり，総括委員会は事件ごとの仲介委員の指名，仲介委員が実施する
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業務の総括，和解の仲介手続に必要な基準の採択・改廃を行うもので

あり，そこでの意見交換や意思決定がどのように行われているかは，

紛争解決センターに和解の仲介の申立てを行っている者や，申立てを

検討する者に限らず，大きな原子力事故災害を経験した国民にとって

重要な情報であると考える。とりわけ，総括委員会によって決定され

る「総括基準」は，紛争審査会による指針と並び，東京電力（以下

「事業者」という。）に対して賠償請求を行う者にとって重要基準と

なっている。紛争審査会は，その議事が公開されている一方，総括委

員会の議事が公開されないのも不当であると考える。 

ウ また，原処分の通知において文書１について，「個人に関する情報

であって特定の個人を識別することができることとなる情報があるこ

と，個人の権利利益を害するおそれ，法人等の権利及び競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれ，和解仲介手続の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれ」があるとしている。和解仲介手続が非公開で行われ

ていることは理解している。しかし，そのことをもって全面的に文書

を不開示とする理由には当たらないと考える。処分庁が懸念する部分

だけを不開示とする方法もあったはずであり，原処分は殊更に議事の

内容を隠そうとする意図があるように考える。また，議事の内容を公

開することが，和解仲介手続の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るということも，具体的にどのような支障があるか想定できず，殊更

に議事の内容を隠そうとしている意図があるように考える。 

エ 原処分の通知において文書２は，「法人その他の団体に関する情報

であって，公にすることにより，当該法人等の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがある」としている。該当する行政文

書の報道機関には，特定新聞社が含まれていることを，原子力損害賠

償紛争和解仲介室（以下「和解仲介室」という。）は認めているが，

特定新聞社に対して和解仲介室から開示することについての問い合わ

せは行われておらず，原処分の判断に至った理由とはならない。また，

和解仲介室の説明によると，報道機関には特定新聞社以外も含まれて

おり，その者が開示されることについて同意しなかった場合であって

も，その者の名称のみを不開示にすることで開示できるものと考える。 

オ 原処分の通知において文書２は，「国の機関の内部における検討に

関する情報であって，公にすることにより率直な意見の交換等が不当

に損なわれるおそれがあること，事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある」としている。しかしながら，文書２の行政文書は，特定

新聞社を含む報道機関からの取材への対応に関して，指示を行ったも

のであり，原処分の理由とはならないと考える。 

カ よって原処分を取り消し，開示すべきである旨の決定を求める。 
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（２）意見書 

ア 請求文書１及び請求文書３を同一の文書を指すと判断している点に

ついて 

文部科学省の理由説明書は，請求文書１及び請求文書３の請求に関

して，紛争解決センターで行われる会議・会合として「総括委員

会」以外に，「和解仲介室会議，業務ライン会議と称するもの等が

ある」との説明があった。また，総括委員会以外では「議事概要等

を作成していない」との説明がされた。 

請求文書１において請求した特定職員が出席した会議・会合が，

「総括委員会」以外には，「和解仲介介室会議」「業務ライン会

議」のみであるのか分からない。理由説明書には「称するもの等が

ある」と書かれており，他にも会議・会合があったと読める。他に

どのような会議・会合があって，議事録及び議事概要が作成されて

いないことを確認したか不明であり，請求文書１及び請求文書３を

同一の文書を指すことになった根拠が不明確である。 

イ 文書１（請求文書３）を不開示とした点について 

（ア）文部科学省は理由説明書において，「総括委員会は，個別事件の

内容，手続，処理に関するものをはじめ，事件当事者等関係者の利

害に影響する機微な情報を扱うことから，議事が非公開とされてい

る」としている。その根拠としては，原子力損害賠償紛争審査会の

和解の仲介の申立ての処理等に関する要領（以下「要領」とい

う。）４条及び原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介業務規程

（以下「業務規程」という。）３０条１項に求めているが，要領及

び業務規程には直接，総括委員会を非公開とする記載はない。 

なお，総括委員会の一部業務において，「和解仲介業務における

個別事件の内容，手続，処理に関するものをはじめ，事件当事者等

関係者の利害に影響する機微な情報」を扱っていることは理解でき

る。しかし，総括委員会では，それらの業務のみを行っているわけ

ではない。総括委員会は「特定会社の対応に問題のある事例の公

表」や「総括基準」の策定も行っているものであり，全面的に不開

示とすることは妥当ではない。 

（イ）文部科学省は，文書１（請求文書３）について，法５条５号に該

当すると主張するが，議事概要を全面的に不開示とする理由とはな

らない。 

文部科学省は，文書１（請求文書３）について，法５条１号に該

当すると主張している。調査官の氏名について公表できない理由の

一つとして，「調査官は仲介委員の補助者であり自らの職責で業務

を遂行する立場にない」ことを挙げている。文部科学省は特定新聞
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社による別の行政文書開示請求に対して，原子力損害賠償紛争審査

会の組織等に関する政令４条で文部科学大臣によって任命される特

別委員たる仲介委員の名前さえも公表していない。調査官が補助者

であるため公表できないとの理由は失当である。 

文部科学省は，文書１（請求文書３）について，法５条２号に該

当すると主張するが，先に述べた通り，議事概要を全面的に不開示

とする理由とはならない。 

文部科学省は，文書１（請求文書３）について，法５条６号に該

当すると主張するが，先に述べた通り，議事概要を全面的に不開示

とする理由にならない。 

ウ 文書２を不開示とした点について 

文部科学省は法５条２号イに該当すると主張するが，文書を全面的

に不開示とする理由にならない。特定の法人や個人名について部分

的に不開示とすれば事足りることである。 

文部科学省は法５条５号に該当すると主張するが，メールを「国の

機関の内部における検討」とするのは適当ではないことは明白であ

る。文部科学省は，文書が「方針伝達の体裁」になっていることを

認めているものであり，不開示とする理由の濫用である。 

文部科学省は法５条６号に該当すると主張するが，請求している文

書は個別のメールを特定したものであり申立人との信頼関係を持ち

出すことは不適当であり，全面的な不開示の理由に当たらない。 

エ まとめ 

文部科学省の主張は，請求文書１ないし請求文書３について全面的

に不開示とする理由とはなっていない。主張する内容について考慮

した場合であっても，個人や法人名，具体的な和解仲介の内容など

について配慮すれば対処できるにもかかわらず，全面的に不開示と

した判断は法５条の濫用であり，法１条の目的を逸脱している。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 不服申立てに係る行政文書等について 

本件請求文書（請求文書１ないし請求文書３）につき，いずれも法５条

の不開示情報に該当することから不開示としたところ，異議申立人から，

同一のものと判断した請求文書１及び請求文書３（文書１）を分けて取り

扱った上で，本件対象文書全ての開示を求める旨の異議申立てがされたも

のである。 

２ 文書の特定及び不開示情報該当性について 

（１）請求文書１及び請求文書３の特定について 

特定職員前室長が出席していた会議・会合に該当し得るものとしては，

まず，総括委員会がある。この会議は，和解の仲介の手続を円滑かつ効
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率的に遂行するため和解の仲介の手続を総括することを目的として設置

されているものであり，和解仲介室が庶務を担っている（要領１条１項

及び７条）。総括委員会の議事の記録については，議事概要が作成され

ている。 

この外，紛争解決センターで行われる会議・会合として，和解仲介室

会議，業務ライン会議と称するもの等がある。これらは，和解仲介室内

の出席者間の情報共有や意見交換，室内の諸連絡，扱っている事案を取

り上げての勉強等を行う打合せの場であり，議事について記録を残す性

格のものではなく，議事概要等を作成していない。 

すなわち，議事の記録を残す必要があり，実際に議事概要が存在する

のは総括委員会のみであることから，請求文書１及び請求文書３は同一

の文書を指すことになるので，行政文書不開示決定通知書においても同

一のものとして扱った。 

（２）請求文書１及び請求文書３（文書１）の法５条５号該当性について 

上記（１）に述べた総括委員会の性質上，総括委員会は，個別事件の

内容，手続，処理に関するものをはじめ，事件当事者等関係者の利害に

影響する機微な情報も扱うことから，議事が非公開とされている（要領

４条及び業務規程３０条１項）。それにもかかわらず，議事概要が公開

され得るとなれば，委員は未整理や検討中の考え方及び議論の一部のみ

に注目した不合理な圧力が加わることも懸念しつつ発言せざるを得なく

なるため，委員会における率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれがある。 

また，仲介委員は総括委員会の求めに応じて，和解の仲介の状況につ

いて報告することとされている（要領３条４項）とともに，仲介委員は，

和解案の作成に当たり総括委員会に助言を求めることができる（業務規

程２８条２項）こととされている。総括委員会の議事概要が公にされ得

るとなれば，仲介委員は議事概要を公にすることを通して，申立人や特

定会社等の当事者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすことをお

それ，対象事件に関する詳細な報告や率直な意見の陳述を控えることが

容易に予想される。つまり，総括委員会の議事概要を公にした実績を持

つことになった場合，総括委員会における率直な意見の交換が不当に損

なわれるおそれがある。 

以上のように，請求文書１及び請求文書３（文書１）は法５条５号に

該当する。 

（３）請求文書１及び請求文書３（文書１）の法５条１号該当性について 

請求文書１及び請求文書３（文書１）には，仲介委員の業務を補助す

るために紛争解決センターの和解仲介室に非常勤職員として勤務してい

る調査官の氏名が記載されている。仲介委員の補助者である調査官の氏
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名については，個人を識別する情報であること，氏名を公にする慣行や

予定がないこと，調査官は仲介委員の補助者であり自らの職責で業務を

遂行する立場にないことから，法５条１号に該当する。 

なお，異議申立人の主張するとおり請求文書１及び請求文書３（文書

１）の一部が，法５条１号に該当することは，文書の全てを不開示する

理由ではない。 

（４）請求文書１及び請求文書３（文書１）の法５条２号該当性について 

上記（１）及び（２）で述べたとおり，総括委員会は，和解の仲介の

手続を総括し，必要に応じて個別事件の内容，手続，処理に関する情報

を扱う。そして，和解手続は原則非公開であり，この条件の下で事件当

事者等関係者は，通例として公にしない様々な情報を提出している。総

括委員会においては，（２）で述べた上記和解仲介の状況についての報

告や仲介委員からの助言の求めに係る場合を含め，当該個別事件に関す

る情報を得て意見交換等を行うことがある。それにもかかわらず，この

ような，通常は当該法人又は個人が公にしない情報の一部又は全部が，

総括委員会の議事概要を通じて公になれば，当該法人又は個人の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。したがって，請

求文書１及び請求文書３（文書１）には，法５条２号イに該当する部分

がある。 

（５）請求文書１及び請求文書３（文書１）の法５条６号該当性について 

総括委員会が総括するのは，原子力損害の賠償に関する法律に基づき，

文部科学省に設置された紛争審査会が実施する和解仲介業務であり，当

委員会の議事概要は，国の機関の行う事務に関する情報に該当する。 

和解仲介業務は，申立者と被申立者に利害対立がある時に発生するも

のであるから，自ずと外部から圧力や干渉を受けやすい業務であり，そ

れらを扱う総括委員会においては，率直な意見交換ができる環境を確保

することが重要である。また，中立公正な実施が厳に要請される和解の

仲介業務を総括する総括委員会の性質上，その事務を適正に遂行するた

めに，中立公正に議論ができる環境を整備することは必要不可欠な要件

である。 

しかしながら，総括委員会の議事概要を公にすることは，上記（２）

で述べたように，外部に干渉の糸口を与え得るため，これにより委員の

率直な意見交換が妨害され，意思決定の中立性が不当に損なわれ，紛争

解決センターに求められている迅速かつ適切な和解仲介事務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれが生じる。また，担当事件に関して仲介委員が

十分な報告を控えることによって議論の質が低下し，事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれも生じる。したがって，請求文書１及び請求文書

３（文書１）は，法５条６号に該当する。 
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（６）文書２の法５条２号イ該当性について 

文書２は，紛争解決センターの和解仲介室に勤務する職員が，同室の

非常勤職員である調査官に送信したメールであり，個別報道機関の記者

による取材動向に関する情報を調査官等と共有した上で，紛争解決セン

ターとして広報窓口を一元化するという従来からの方針を改めて周知し

たものである。 

文書２には，調査官に対して取材の申入れをした記者の個人名，当該

報道機関や記者による取材活動の状況や背景等が記載されている。これ

らを開示することは，すなわち，一般的に報道機関が重視する具体的な

取材活動や取材源の秘匿を侵すことになりかねず，文書２を公にするこ

とは，当該法人等の権利競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があり，法５条２号イに該当する。 

文書２について，異議申立人は，保護しようとする個人情報の保有者

に確認がなかったことを指摘して開示を求めている。これに関して，文

部科学省では，文書を公にすることが特定の法人や個人に不利益を及ぼ

すおそれの判断を当該法人の見解に委ねるのではなく，情報公開請求を

受けた文部科学省自身で行った。その際，法は，請求者が当事者である

かどうかや請求目的を問わず何人に対しても同様に適用されることを考

慮した。換言すれば，本件対象文書を開示すれば，他の報道機関からの

請求に対しても同じように開示することになることを考慮し，例えば請

求者を他の報道機関に置き換えた場合，文書２に記載されている報道機

関の正当な利益が害されるおそれがあると判断した。 

（７）文書２の法５条５号該当性について 

文書２は，国の機関である紛争解決センターの和解仲介室に勤務する

職員から同室の非常勤職員である調査官に送信されたメールである。そ

して，メールの内容は，業務を効率的に実施するための情報共有と和解

仲介室内の役割分担に関するものである。当然のことながらこのメール

に対して受信者である調査官から意見があれば，その内容に応じて検討

することは有り得たものであり，文書２は，組織としての全体的な意思

形成あるいは共通理解醸成の一過程である。職責のある職員から事務補

助者である非常勤職員に送られたため，文体が方針伝達の体裁になって

おり，「指示」であるとの異議申立人の見解もあるが，上記のような本

メールの実質的な役割に鑑みると，法５条５号の「国の機関の内部にお

ける検討」と理解すべきメールである。 

また，紛争解決センターがメールの公開を実施すれば，利害関係が存

在することが前提の和解仲介を扱う紛争解決センターの業務の性質上，

個々の職員に外部からの圧力を避けようとする意識が働くことは避けら

れず，今後の業務実施においてはメールを活用した率直な意見の交換が
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難しくなる。従って，文書２は法５条５号に該当する。 

（８）文書２の法５条６号該当性について 

紛争解決センターの行う和解仲介業務の性質上，特定の個人を識別で

きる情報，法人や事業者の利益に影響し得る情報も日常的に扱う。紛争

解決センターにおける情報の保護は，申立人との信頼関係の大前提であ

り，紛争解決センターの業務に不可欠な要素である。文書２を公にする

ことは，こうした信頼関係に疑念を持たれる行為であり，被災者に申立

てをちゅうちょさせることが懸念されるなど，業務の遂行に多大な支障

を及ぼすおそれがある。 

また，紛争解決センターが個別のメールを公開すれば，関係者間の利

害関係の和解を仲介するという紛争解決センター業務の実施において，

メールを活用した意思疎通について個々の職員が委縮することが容易に

予想され，メールを活用した効率的な業務の実施に支障を及ぼすおそれ

がある。 

以上のように，文書２は法５条６号に該当する。 

３ 原処分に当たっての考え方 

請求文書１について，異議申立人は，特定職員が出席した会議・会合が

総括委員会のみであるとは到底考えられないとしているが，上記２（１）

のとおり，「紛争解決センターで，特定職員（前和解仲介室長）が出席し

た会議・会合の議事録及び議事概要を記載した文書」の対象となる会議・

会合は総括委員会のみであり，請求文書１は，総括委員会の議事概要に限

られる。 

なお，本件に関する申立人の問合せに対し，紛争解決センターの和解仲

介室は，業務遂行にあたって室長と職員の打合せが日常的に行われている

ことを回答した。このような日々の打合せは，議事録や議事概要を作成す

る性格のものではないため，請求文書１の対象にはならない。 

請求文書１及び請求文書３（文書１）について，異議申立人は，総括委

員会の議事の情報の重要性に鑑みて，議事概要の開示を求めている。重要

性自体を否定するものではないが，国の機関内部の審議・検討における率

直な意見の交換や意思決定の中立性を確保する環境を確保し，個人の権利

利害を保護し，法人等や個人事業者の正当な利益を保護し，国民の間の不

当な混乱や特定の者に利害を及ぼすおそれを回避し，紛争解決センター業

務の適正な遂行を維持する必要があるため，原処分どおりの決定を行った

ものである。 

文書２について，異議申立人は，保護しようとする個人情報の保有者に

確認がなかったこと及び組織内部での指示であるとして，法５条の「国の

機関の内部における検討に関する情報」に該当しないとの理解に基づき，

開示を求めている。文部科学省は，法が，請求者が当事者であるかどうか
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や請求目的を問わず何人に対しても同様に適用されることも考慮した上で，

文書を公にすることが特定の法人や個人に不利益を及ぼすおそれについて，

当該法人の見解に委ねるのではなく，情報公開請求を受けた文部科学省自

身で判断した。また，文書２は，組織における意思決定の一過程のもので

あり，意見があればその内容に応じて再考することが十分あり得ることか

ら，検討と位置付けることが適当である。文書２について，法人等の正当

な利益を保護し，国の機関である紛争解決センター内で率直に意見交換の

できる環境を維持し，事務の適正な遂行を確保する必要があるため，原処

分どおりの決定を行ったものである。なお，異議申立ての理由に記載され

ている「報道機関には特定新聞社以外も含まれており」の部分は誤解であ

り，当室からは，「記載されている個人情報は特定新聞社だけではない。

他にもある。具体名は示せない。」とお答えしたものである。 

＜参考＞ 

原子力損害賠償紛争審査会の和解の仲介の申立の処理等に関する要領 

第１条 審査会に，和解の仲介の手続を円滑かつ効率的に遂行する

ため，和解の仲介の手続を総括する委員会（以下「総括委員

会」という。）を設置する。 

（第２項～第５項 略） 

第３条 （第１項～第３項 略） 

４ 仲介委員は，総括委員会の求めがある場合には，すみやか

に和解の仲介の状況について報告するものとする。 

第４条 和解の仲介の手続は，公開しないものとする。ただし，総

括委員会の定めるところにより，当事者が同意し，仲介委員

が相当と認める場合は，和解の仲介の手続を公開することが

できる。 

（第２項 略） 

第７条 審査会が行う和解の仲介の手続の庶務は，文部科学省研究

開発局原子力課原子力損害賠償紛争和解仲介室において処理

する。 

原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介業務規程 

第２８条 （第１項 略） 

２ 仲介委員は，和解案の作成に当たり，総括委員会に助言を

求めることができる。 

（第３項～第５項 略） 

第３０条 和解仲介手続は，公開しないものとする。ただし，次の

各号のいずれにも該当するときは，仲介委員は，和解仲介手

続の全部又は一部を公開することができるものとする。 

一 当事者双方が同意したとき。 
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二 仲介委員が，事案の性質上，和解仲介手続を公開する意義

があり，かつ，和解仲介手続の進行に支障がないものとして公

開を相当と認めたとき。 

（第２項 略） 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２６年７月８日   諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月２９日       審議 

④ 同年８月１日      異議申立人から意見書を収受 

⑤ 平成２７年１１月３０日 本件対象文書の見分及び審議 

⑥ 平成２８年１１月１７日 審議 

⑦ 平成２９年２月１３日  審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

本件開示請求は，別紙の１に掲げる請求文書１ないし請求文書３（本件

請求文書）の開示を求めるものであり，処分庁は，請求文書１及び請求文

書３に該当するものとして別紙の２に掲げる文書１を特定し，請求文書２

に該当するものとして別紙の２に掲げる文書２を特定し，いずれもその全

部を法５条１号，２号，５号及び６号に該当するとして不開示とする決定

（原処分）を行った。 

異議申立人は，請求文書１の対象として特定すべき文書が特定されてお

らず，その全部を不開示とした本件対象文書は開示すべきであるとして，

原処分の取消しを求めているが，諮問庁は，原処分は妥当であるとしてい

ることから，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，文書１の特定の妥

当性及び本件対象文書の不開示情報該当性について検討する。 

２ 特定の妥当性について 

（１）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，請求文書１の対象として

請求文書３と同一の文書１を特定した経緯等について改めて確認させた

ところ，諮問庁は，以下のとおり説明する。 

ア 紛争解決センターは，原子力事故により被害を受けた方の事業者に

対する損害賠償請求に関する紛争についての和解の仲介の手続を行う

ことを目的とする公的な紛争解決機関であり，原子力損害賠償紛争審

査会の組織等に関する政令等に基づき，紛争審査会の下に設置されて

いる。 

紛争解決センターの職員は，文部科学省の外，法務省，裁判所，日

本弁護士連合会出身の専門家等によって構成されており，被害者の

申立てにより，弁護士である仲介委員が原子力損害の賠償に係る紛
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争について和解の仲介手続を行い，当事者間の合意形成を後押しす

ることで紛争の解決を目指している。 

また，総括委員会は，紛争審査会の会長により指名された委員長及

び委員により構成され，和解の仲介の手続を総括しているものであ

る。 

イ 特定職員は，総括委員会以外にも和解仲介室会議及び和解仲介室に

おける打合せ等（以下，併せて「会議等」という。）に出席していた

が，特定職員が出席していた総括委員会以外の会議等では，議事録及

び議事概要を作成する慣例や規定はなく，文部科学省では会議等の議

事録及び議事概要を作成しておらず保有していない。 

ウ 一方，総括委員会では，原子力損害賠償紛争解決センター総括委員

会運営規程（以下「運営規程」という。）８条「総括委員会の会議の

終了後，仲介室において議事の概要を作成し，保存するものとす

る。」の規定に基づき，議事概要を作成している。 

以上のことから，原処分においては，請求文書１の対象として請求

文書３と同一の文書１を特定した。 

エ 諮問後，念のため，文部科学省内の書庫・ロッカー等を再度探索し

たが，請求文書１の対象となる文書は文書１以外に確認できなかった。 

オ 以上のことから，請求文書１に該当する文書は，文書１以外に存在

せず，請求文書１に該当する文書として文書１を特定したことは，妥

当であると考える。 

（２）上記諮問庁の説明に特段不自然，不合理な点は認められず，これを覆

すに足る事情も認められない。また，その探索方法について不十分であ

るとはいえない。 

したがって，文部科学省において，文書１の外に，請求文書１の対象

として特定すべき文書を保有しているとは認められない。 

３ 本件対象文書の不開示情報該当性について 

（１）文書１について 

ア 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，文書１を不開示とすべ

き理由について改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説

明する。 

（ア）当該文書は，会議名，日時，場所，出席者，議題，決議事項，報

告事項及び備考の各欄によって構成されており，各欄には該当する

事項がそれぞれ記載されている。 

（イ）各欄には，和解仲介の手続の情報が記載されており，要領４条

「和解の仲介の手続は，公開しない。」及び業務規程３０条１項

「和解仲介手続は，公開しないものとする。」の規定により，和解

仲介の手続の情報を公にしないこと，さらに運営規程４条によって
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「総括委員会の会議は，公開しない。」と規定されていること等を

踏まえ，原処分においては，当該文書全体を法５条１号，２号，５

号及び６号に該当するとして不開示としたところである。 

（ウ）しかしながら，総括委員会の審議に関する情報は，国民の関心が

非常に高いこと等を勘案し，原処分における不開示決定の後，特に

事業者の福島第１及び第２原子力発電所事故（以下「原子力事故」

という。）により被害を受けた和解仲介の手続の申立人（以下「申

立人」という。）に係る情報が公になることがないよう，また，和

解仲介手続に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすことがないよう

注意を払った上で，総括委員会の議事の一部や和解契約書の例等を

ホームページにおいて公表することにしたことから，原処分を見直

し，当該文書に記載されている情報のうち，会議名，日時，場所，

出席者の各欄については，その全てを開示することとし，また，議

題，決議事項，報告事項及び備考の各欄については，別表の２欄に

掲げる部分以外の部分は開示することとする。 

（エ）別表の２欄に掲げる部分に記載されている情報は，いずれも公に

したことがない情報であり，それぞれ３欄に掲げる不開示条項に該

当するため，以下の理由により，引き続き不開示を維持することと

する。 

ａ 紛争解決センターは，原子力損害賠償紛争解決センター組織規

程１条に基づき，総括委員会，パネル（仲介委員による単独又は

合議体の和解の仲介の手続の実施主体）及び和解仲介室によって

構成される組織が有機的連携の下に紛争審査会の和解の仲介に係

る業務を遂行するものである。 

ｂ 総括委員会は，要領１条に基づき，「和解の仲介の手続を円滑

かつ効率的に遂行するため，和解の仲介の手続を総括する委員

会」として紛争審査会に設置しているものであり，決議事項は運

営規程６条において「紛争解決センターが行う和解の仲介の手続

に関する規則の制定及び改廃に関する事項」等と規定されている。 

ｃ 原子力事故に関しては，紛争審査会が定めた中間指針において，

賠償すべき損害として一定の類型化が可能な損害項目や範囲が示

されているところ，紛争解決センターが行う和解仲介手続では，

当事者双方（申立人及び事業者）の主張等を踏まえ，申立人の個

別の事情を検討して，中間指針等に則った和解案を提示し，双方

の合意（和解契約の成立）による円滑，迅速かつ公正な解決を目

指しており，裁判所に訴訟を提起するなどの方法に比べ，和解仲

介手続は，あらかじめ定められた厳格な手続によるのではなく，

申立人の個別の実情に応じて，経験則を活用して，迅速に柔軟な
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手続をとることが可能であり，それによって解決までの期間も訴

訟手続に比べ短くなっていることに特徴を有している。 

ｄ 和解仲介手続は，上記のとおり個別の事情を踏まえた対応が必

要なことから，総括委員会においても，常に，和解仲介手続にお

ける諸課題等を的確に議論・情報共有し，多種多様な検討・改善

を行うことが，申立人の負担軽減や円滑，迅速かつ公正な解決に

つながり，適切な賠償の実現に資すると考えている。 

ｅ 別表の２欄に掲げる部分に記載されている申立人に関する情報

は法５条１号に該当し，個別の和解仲介手続に関連する法人等

（以下「関連法人」という。）の情報を公にすると関連法人の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることか

ら同条２号に該当する。 

申立人（法５条１号）及び関連法人（同条２号）の情報を公に

することになれば申立人及び関連法人は，和解仲介手続による

解決を希望しているとしても自己の情報が公になることを恐れ

て和解仲介手続による解決を望まなくなるおそれがあり，また，

総括委員会における出席者の発言に関する情報を公にすると，

今後，出席者は発言をちゅうちょし，総括委員会における率直

な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

（同条５号）があるとともに，和解仲介手続に係る事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれ（同条６号）があり，ひいては，

紛争解決センターにおける円滑，迅速かつ公正な解決が困難に

なるなどして，当事者（申立人，関連法人及び事業者）の負担

増につながるおそれがある。 

ｆ 以上のことから別表の２欄に掲げる部分については，不開示を

維持する。 

イ 以下，上記諮問庁の説明を踏まえて検討する。 

（ア）諮問庁は，総括委員会の会議が非公開であること等を理由に原処

分において文書１の全部を不開示とした旨説明するが，会議が非公

開であることと議事録を法に基づき開示するかどうかは別問題であ

る。諮問庁が新たに開示するとした文書１のうち別表の２欄に掲げ

る部分以外の部分を当審査会において見分したところ，会議名，日

時，場所等の定型的な情報や和解仲介手続全般の情報が記載されて

いるのみで，個別の和解仲介手続に関する具体的な情報は記載され

ていないから，元々法５条１号，２号，５号及び６号のいずれにも

該当せず，開示すべきである。 

（イ）諮問庁は，文書１のうち別表２欄に掲げる部分は，上記ア（エ）

の理由により不開示を維持する旨説明するので，当審査会において，
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別表の２欄に掲げる部分を見分したところ，上記ア（エ）ｅにおい

て諮問庁が説明するとおり，申立人，関連法人，事業者又は出席者

の発言に関する情報が具体的かつ詳細に記載されていると認められ

る。 

別表の２欄に掲げる部分を公にすると，申立人及び関連法人が和

解仲介手続による解決を望まなくなったり，今後，出席者が発言を

ちゅうちょし，総括委員会における率直な意見の交換又は意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがあるなど，和解仲介手続に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，ひいては，紛争

解決センターにおける円滑，迅速かつ公正な解決が困難になるとす

る上記ア（エ）ｅの諮問庁の説明は否定し難い。 

（ウ）したがって，文書１のうち別表の２欄に掲げる部分（別紙の３

（１）に掲げる部分以外の部分）は，法５条６号柱書きに該当し，

同条１号，２号及び５号について判断するまでもなく，不開示とし

たことは妥当である。 

（２）文書２について 

ア 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，当該文書を不開示とす

べき理由について改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり

説明する。 

（ア）文書２に記載されている情報について 

当該文書は，特定年月日Ａ及び特定年月日Ｂ（特定年月日Ａの翌

日）に調査官等へ送信された，特定報道機関からの取材への対応に

関する電子メールであり，いずれの電子メールにも①送信元（送信

者の役職名，氏名，住所，電話番号，ＦＡＸ番号及びメールアドレ

ス），②宛先（受信者の氏名及びメールアドレス），③日付（送信

日時）（以下，①ないし③を併せて「不開示部分１」という。），

④件名並びに⑤メール本文（以下，④及び⑤を併せて「不開示部分

２」という。）が記載されている。 

（イ）不開示部分１について 

当該部分を公にすると，今後，紛争解決センター職員が連絡や報

告等を行うに当たり，電子メールの使用をちゅうちょするおそれが

あり，電子メールを活用した効率的な業務の実施に支障を及ぼすお

それがある。 

また，当該部分には，公にしていない紛争解決センター職員のメ

ールアドレスが記載されているため，公にすることにより，いたず

らや偽計，標的型攻撃及びスパムメールの増加も考えられ，紛争解

決センターの事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

したがって，不開示部分１は，紛争解決センターの連絡や報告等
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に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条６号

に該当する。 

（ウ）不開示部分２について 

当該部分には，取材の申入れを行った特定報道機関の名称，記者

の氏名及び取材の着眼点に関する情報が記載されている外，国の機

関の内部における検討事項が記載されている。 

当該部分のうち特定報道機関に関する情報は，これが公になると，

特定報道機関が重視する具体的な取材の着眼点や取材源の秘匿を侵

すおそれがあり，法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあることから，法５条２号イに該当する。 

また，当該部分のうち国の機関の内部における検討事項に関する

情報とは，紛争解決センターの内部又は相互間における審議，検討

又は協議に関する情報であるが，これが公になると，今後，紛争解

決センターの職員が検討事項の連絡や報告等に電子メールの使用を

ちゅうちょし，率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれや電子メールを活用した効率的な業務の実施に支障

を及ぼすおそれがあり，さらに，紛争解決センターの連絡や報告等

に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法

５条５号及び６号にも該当する。 

イ 以下，上記諮問庁の説明を踏まえて検討する。 

（ア）当審査会において，文書２を見分したところ，上記ア（ア）にお

いて諮問庁が説明するとおりの情報が記載されていると認められる。 

（イ）不開示部分１について 

ａ 当該部分のうち，送信者及び受信者のメールアドレスについて

は，職務上必要な関係者以外には知られていない非公表の情報で

あることが認められ，これらを公にすることにより不特定多数の

者が知ることとなった場合，本来の目的以外に使用され，紛争解

決センターにおける事務の適正な遂行に支障を来すおそれがある

と認められる。 

したがって，当該部分は法５条６号柱書きに該当し，不開示と

したことは妥当である。 

ｂ その余の部分（別紙の３（２）に掲げる部分）については，メ

ールのやり取りがあったことを示すにすぎない外形的な情報であ

り，メールの内容本体でもないことから，これらを公にしても，

電子メールの使用をちゅうちょしたり，電子メールを活用した効

率的な業務の実施に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，

法５条６号に該当せず，開示すべきである。 

（ウ）不開示部分２について 
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ａ 当該部分には，取材の申入れを行った特定報道機関（名称，記

者の氏名及び取材の着眼点）に関する情報が記載されている箇所

があり，これらの情報は，公にすると特定報道機関が重視する具

体的な取材の着眼点や取材源の秘匿を侵すおそれがあり，法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると

する上記ア（ウ）の諮問庁の説明は否定し難い。 

したがって，これらの情報は，法５条２号イに該当し，同条５

号及び６号について判断するまでもなく，不開示としたことは

妥当である。 

ｂ その余の部分（別紙の３（３）に掲げる部分）は，特定報道機

関から取材申入れがあったことに伴う紛争解決センター内部の連

絡事項であるものの，その内容は報道機関の取材申入れがあった

事実及び一般的留意事項を関係職員に周知・連絡するものであり，

そこに特定報道機関に関する情報及び特段秘匿すべき紛争解決セ

ンター内部における検討事項が記載されているとは認められず，

法５条２号イ，５号及び６号のいずれにも該当せず，開示すべき

である。 

４ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人はその他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を左

右するものではない。 

５ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特定

し，その全部を法５条１号，２号，５号及び６号に該当するとして不開示

とした決定については，文部科学省において，本件対象文書の外に開示請

求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので，本

件対象文書を特定したことは妥当であり，別紙の３に掲げる部分を除く部

分は，同条２号イ及び６号柱書きに該当すると認められるので，同条５号

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であるが，別紙の

３に掲げる部分は同条１号，２号，５号及び６号に該当せず，開示すべき

であると判断した。 

（第５部会） 

委員 南野 聡，委員 椿 愼美，委員 山田 洋 
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別紙 

 

１ 本件請求文書 

請求文書１ 原子力損害賠償紛争解決センターで，特定職員（原子力損

害賠償紛争和解仲介室長）が出席した会議・会合の議事録及

び議事概要を記載した文書 

請求文書２ 原子力損害賠償紛争解決センターで，平成２６年３月，報

道機関から取材への対応に関して，調査官や仲介委員に送付

した電子メールと，添付された文書 

請求文書３ 原子力損害賠償紛争解決センターの総括委員会で，総括委

員会が設置されてから平成２６年３月３１日までの議事の内

容が分かる議事録及び議事概要を記載した文書 

 

２ 本件対象文書 

文書１ 総括委員会議事概要（第１回ないし第５９回） 

文書２ 原子力損害賠償紛争解決センターで，平成２６年３月報道機関

からの取材への対応に関して，調査官等へ送信された電子メール

２通 

 

３ 開示すべき部分 

（１）文書１のうち別表の２欄に掲げる部分以外の部分 

（２）文書２の不開示部分１のうちメールアドレス以外の部分 

（３）文書２の不開示部分２のうち以下ア及びイ以外の部分 

ア 特定報道機関の名称及び記者の氏名 

イ 特定年月日Ａの電子メールの１０行目ないし１８行目 

（注）行数については，空白行及び罫線のみの行がある場合は，当該空

白行等は行数に数えない。 
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別表（文書１のうち，諮問庁が不開示を維持すべきであるとしている部分） 

 

１ 

Ｎｏ． 

２ 

不開示箇所 

３ 

原処分における不開示

理由 

１ ２頁目１２行目ないし２３行目 法５条５号及び６号 

２ ６頁目２５行目ないし７頁目１行目 

 

法５条１号，５号及び

６号 

３ ７頁目３行目ないし５行目 同上 

４ ７頁目１５行目ないし８頁目２行目 法５条５号及び６号 

５ １０頁目２行目２０文字目ないし７行目 同上 

６ １０頁目９行目ないし１７行目 同上 

７ １０頁目２６行目ないし１１頁目２行目 法５条２号，５号及び

６号 

８ １１頁目２６行目の全て 法５条５号及び６号 

９ １３頁目１１行目ないし２０行目 同上 

１０ １５頁目２１行目ないし１６頁目７行目 同上 

１１ １６頁目９行目ないし１８行目 同上 

１２ １６頁目２０行目ないし１７頁目６行目 同上 

１３ １８頁目２行目の全て 同上 

１４ １９頁目２４行目ないし２０頁目１３行目 同上 

１５ ２０頁目２０行目ないし２１頁目１０行目 同上 

１６ ２２頁目２０行目ないし２３頁目９行目 同上 

１７ ２３頁目２３行目ないし２４頁目１１行目 同上 

１８ ２４頁目２４行目ないし２５頁目３行目 同上 

１９ ２６頁目１９行目ないし２７頁目６行目 法５条１号，５号及び

６号 

２０ ２７頁目１６行目ないし２６行目 法５条５号及び６号 

２１ ２８頁目２行目ないし６行目 同上 

２２ ２８頁目８行目ないし１６行目 法５条１号，２号，５

号及び６号 

２３ ２９頁目１４行目２文字目ないし末尾 法５条１号及び６号 

２４ ２９頁目１５行目２文字目ないし１７行目 法５条５号及び６号 

２５ ３０頁目４行目４文字目ないし末尾 法５条１号及び６号 

２６ ３０頁目９行目ないし１１行目 法５条１号，５号及び

６号 

２７ ３０頁目１２行目４文字目ないし２５行目 法５条５号及び６号 
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２８ ３１頁目７行目ないし１０行目 同上 

２９ ３１頁目１２行目ないし３２頁目３行目 法５条２号，５号及び

６号 

３０ ３２頁目５行目ないし８行目 法５条１号，５号及び

６号 

３１ ３３頁目２２行目ないし３４頁目１２行目 法５条５号及び６号 

３２ ３４頁目１５行目ないし２４行目 同上 

３３ ３５頁目４行目ないし７行目 法５条１号，５号及び

６号 

３４ ３５頁目１５行目ないし１７行目 法５条５号及び６号 

３５ ３６頁目３行目ないし６行目 法５条２号，５号及び

６号 

３６ ３８頁目１行目ないし３行目 法５条５号及び６号 

３７ ３８頁目１３行目ないし２０行目 同上 

３８ ３８頁目２２行目ないし３９頁目２行目 法５条２号，５号及び

６号 

３９ ３９頁目２０行目ないし２６行目 法５条５号及び６号 

４０ ４０頁目６行目の全て 同上 

４１ ４２頁目１０行目ないし１４行目 同上 

４２ ４２頁目２６行目ないし４３頁目１５行目 同上 

４３ ４４頁目５行目ないし４５頁目４行目 同上 

４４ ４５頁目９行目ないし４６頁目１６行目 同上 

４５ ４６頁目２１行目ないし２５行目 法５条２号，５号及び

６号 

４６ ４６頁目２６行目ないし４７頁目２行目 法５条５号及び６号 

４７ ４７頁目３行目ないし４行目 法５条２号，５号及び

６号 

４８ ４７頁目５行目ないし１３行目 法５条５号及び６号 

４９ ４８頁目２１行目ないし５０頁目１９行目 同上 

５０ ５１頁目３行目ないし１９行目 法５条１号，２号，５

号及び６号 

５１ ５１頁目２１行目ないし５２頁目７行目 法５条５号及び６号 

５２ ５２頁目９行目ないし２４行目 法５条２号，５号及び

６号 

５３ ５３頁目７行目１０文字目ないし末尾 同上 

５４ ５３頁目１０行目８文字目ないし１１行目 同上 

５５ ５３頁目１２行目７文字目ないし１３行目 同上 
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５６ ５３頁目１４行目１０文字目ないし１５行

目 

同上 

５７ ５４頁目１８行目５文字目ないし末尾 法５条５号及び６号 

５８ ５５頁目３行目ないし５７頁目１６行目 同上 

５９ ５８頁目４行目ないし１４行目 同上 

６０ ５８頁目２４行目４文字目ないし６０頁目

１０行目 

法５条２号，５号及び

６号 

６１ ６０頁目１２行目ないし１９行目 法５条５号及び６号 

６２ ６０頁目２１行目ないし６１頁目４行目 法５条２号，５号及び

６号 

６３ ６１頁目６行目ないし１５行目 法５条５号及び６号 

６４ ６２頁目１６行目３文字目ないし末尾 同上 

６５ ６２頁目２３行目ないし６４頁目６行目 同上 

６６ ６４頁目１８行目４文字目ないし６５頁目

１行目 

同上 

６７ ６５頁目１２行目ないし１４行目 同上 

６８ ６５頁目２５行目ないし６６頁目１行目 同上 

６９ ６６頁目３行目ないし１９行目 法５条２号，５号及び

６号 

７０ ６８頁目８行目２６文字目ないし１３行目

１２文字目 

法５条５号及び６号 

７１ ６９頁目４行目ないし２５行目 同上 

７２ ７０頁目１行目ないし７行目 同上 

７３ ７０頁目９行目ないし７１頁目２６行目 法５条２号，５号及び

６号 

７４ ７２頁目１１行目ないし１６行目 法５条５号及び６号 

７５ ７３頁目２０行目ないし７４頁目１３行目 法５条２号，５号及び

６号 

７６ ７４頁目１９行目ないし７５頁目２５行目 同上 

７７ ７６頁目１行目ないし７７頁目２３行目 同上 

７８ ７８頁目１３行目ないし２０行目 同上 

７９ ７９頁目７行目ないし１０行目 同上 

８０ ８０頁目２５行目ないし８１頁目２２行目 法５条５号及び６号 

８１ ８２頁目６行目ないし１６行目 法５条２号，５号及び

６号 

８２ ８３頁目８行目ないし１５行目 同上 

８３ ８３頁目１９行目ないし２２行目 同上 
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８４ ８５頁目２４行目ないし８８頁目２行目 同上 

８５ ８８頁目８行目ないし１９行目 同上 

８６ ９０頁目２５行目ないし９２頁目７行目 法５条５号及び６号 

８７ ９２頁目９行目ないし９３頁目１１行目 法５条１号，２号，５

号及び６号 

８８ ９３頁目１４行目ないし１６行目 法５条５号及び６号 

８９ ９４頁目１行目ないし１１行目 法５条１号，２号，５

号及び６号 

９０ ９４頁目１９行目ないし２４行目 法５条５号及び６号 

９１ ９４頁目２５行目ないし９５頁目７行目 法５条２号，５号及び

６号 

９２ ９５頁目１４行目ないし１７行目 法５条５号及び６号 

９３ ９５頁目２２行目ないし９６頁目３行目 同上 

９４ ９８頁目２６行目１８文字目ないし１００

頁目６行目 

法５条１号，２号，５

号及び６号 

９５ １００頁目２２行目ないし１０１頁目４行

目 

法５条５号及び６号 

９６ １０２頁目５行目ないし１１行目 同上 

９７ １０３頁目７行目ないし１４行目 法５条２号，５号及び

６号 

９８ １０４頁目２５行目ないし１０５頁目２４

行目 

法５条５号及び６号 

９９ １０６頁目２６行目１２文字目ないし１０

７頁目１行目２９文字目 

法５条２号，５号及び

６号 

１００ １０７頁目１１行目ないし２４行目 同上 

１０１ １０７頁目２６行目ないし１０８頁目２４

行目 

法５条５号及び６号 

１０２ １１０頁目１７行目ないし１１１頁目１６

行目 

法５条１号，５号及び

６号 

１０３ １１２頁目１行目ないし２２行目 法５条２号，５号及び

６号 

１０４ １１２頁目２３行目ないし１１５頁目２３

行目 

同上 

１０５ １１７頁目２２行目ないし１１９頁目１７

行目 

同上 

１０６ １１９頁目１９行目ないし１２１頁目８行

目 

同上 
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１０７ １２２頁目１１行目ないし１６行目 法５条５号及び６号 

１０８ １２２頁目１８行目ないし２５行目 法５条２号，５号及び

６号 

１０９ １２２頁目２６行目ないし１２３頁目９行

目 

法５条５号及び６号 

１１０ １２３頁目１０行目ないし１７行目 法５条２号，５号及び

６号 

１１１ １２５頁目１行目ないし１２６頁目１４行

目 

法５条５号及び６号 

１１２ １２６頁目２５行目ないし１２７頁目４行

目 

同上 

１１３ １２７頁目１７行目ないし１２８頁目４行

目 

法５条２号，５号及び

６号 

１１４ １２８頁目５行目ないし７行目 法５条５号及び６号 

１１５ １２８頁目１２行目の全て 同上 

１１６ １２９頁目２５行目ないし１３１頁目２０

行目 

法５条１号，２号，５

号及び６号 

１１７ １３２頁目５行目ないし１０行目 法５条５号及び６号 

１１８ １３２頁目１１行目ないし１４行目 法５条２号，５号及び

６号 

１１９ １３４頁目１５行目３文字目ないし末尾 法５条５号及び６号 

１２０ １３４頁目２２行目４文字目ないし１３６

頁目１１行目 

同上 

１２１ １３８頁目６行目ないし１１行目 法５条２号，５号及び

６号 

１２２ １３８頁目２３行目ないし２６行目 同上 

１２３ １３９頁目４行目の全て 法５条５号及び６号 

１２４ １４０頁目２０行目ないし１４１頁目１４

行目 

同上 

１２５ １４１頁目１６行目ないし１４２頁目１５

行目 

法５条２号，５号及び

６号 

１２６ １４３頁目１６行目ないし１７行目 法５条５号及び６号 

１２７ １４４頁目５行目ないし６行目 法５条２号，５号及び

６号 

１２８ １４５頁目１９行目ないし１４６頁目８行

目 

同上 

１２９ １４６頁目１０行目ないし１４７頁目１１ 同上 
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行目 

１３０ １４８頁目９行目ないし１４９頁目２２行

目 

同上 

１３１ １４９頁目２３行目ないし１５０頁目９行

目 

法５条５号及び６号 

１３２ １５０頁目１０行目ないし２６行目 法５条２号，５号及び

６号 

１３３ １５２頁目１７行目３文字目ないし１８行

目 

法５条５号及び６号 

１３４ １５２頁目２３行目ないし１５３頁目７行

目 

法５条２号，５号及び

６号 

１３５ １５３頁目８行目４文字目ないし１５行目 法５条５号及び６号 

１３６ １５３頁目２６行目ないし１５４頁目１１

行目 

同上 

１３７ １５４頁目１３行目ないし１５６頁目１９

行目 

法５条２号，５号及び

６号 

１３８ １５７頁目４行目ないし１０行目 法５条５号及び６号 

１３９ １５７頁目１１行目ないし１５８頁目１２

行目 

法５条２号，５号及び

６号 

１４０ １５８頁目１６行目の全て 同上 

１４１ １６０頁目１１行目ないし２３行目 法５条５号及び６号 

１４２ １６０頁目２５行目ないし１６１頁目１２

行目 

同上 

１４３ １６１頁目２３行目ないし１６３頁目８行

目 

同上 

１４４ １６３頁目１０行目ないし１４行目 同上 

１４５ １６４頁目１９行目ないし１６５頁目２行

目 

法５条２号，５号及び

６号 

１４６ １６５頁目７行目ないし８行目 法５条５号及び６号 

１４７ １６６頁目１６行目３文字目ないし末尾 法５条２号及び６号 

１４８ １６７頁目４行目ないし２４行目 法５条２号，５号及び

６号 

１４９ １６８頁目４行目４文字目ないし２５行目 同上 

１５０ １６９頁目１４行目ないし１７０頁目７行

目 

同上 

１５１ １７０頁目１１行目ないし２３行目 法５条５号及び６号 

１５２ １７０頁目２４行目ないし１７１頁目３行 法５条２号，５号及び
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目 ６号 

１５３ １７３頁目１行目ないし１７４頁目２０行

目 

同上 

１５４ １７５頁目５行目ないし１４行目 法５条５号及び６号 

１５５ １７５頁目１６行目ないし１７６頁目４行

目 

同上 

１５６ １７６頁目１９行目ないし２５行目 同上 

１５７ １７７頁目１行目ないし２４行目 法５条２号，５号及び

６号 

１５８ １７７頁目２５行目ないし１７８頁目２行

目 

法５条５号及び６号 

１５９ １７９頁目１５行目３文字目ないし末尾 同上 

１６０ １８０頁目２行目ないし１９行目 法５条１号，２号，５

号及び６号 

１６１ １８０頁目２４行目４文字目ないし１８１

頁目１８行目 

法５条５号及び６号 

１６２ １８１頁目２０行目ないし１８２頁目１７

行目 

法５条１号，２号及び

６号 

１６３ １８２頁目１８行目ないし１８３頁目１３

行目 

法５条１号，２号，５

号及び６号 

１６４ １８５頁目２行目ないし１８６頁目６行目 法５条５号及び６号 

１６５ １８７頁目９行目ないし１８８頁目２行目 同上 

１６６ １８８頁目３行目ないし５行目 法５条２号，５号及び

６号 

１６７ １８８頁目６行目ないし８行目 法５条１号，５号及び

６号 

１６８ １９０頁目３行目ないし１９１頁目１８行

目 

法５条５号及び６号 

１６９ １９２頁目３行目ないし１４行目 同上 

１７０ １９２頁目２６行目ないし１９３頁目２行

目 

同上 

１７１ １９４頁目１４行目３文字目ないし末尾 同上 

１７２ １９４頁目１９行目４文字目ないし１９６

頁目２４行目 

法５条２号，５号及び

６号 

１７３ １９７頁目９行目ないし１９８頁目２５行

目 

法５条５号及び６号 

１７４ １９９頁目１１行目ないし１７行目 法５条１号，５号及び
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６号 

１７５ １９９頁目２６行目ないし２００頁目４行

目 

法５条２号，５号及び

６号 

１７６ ２００頁目１０行目ないし１５行目 同上 

１７７ ２０１頁目１４行目３文字目ないし末尾 法５条５号及び６号 

１７８ ２０１頁目１５行目３文字目ないし末尾 同上 

１７９ ２０１頁目２１行目４文字目ないし２０３

頁目２行目 

法５条２号，５号及び

６号 

１８０ ２０３頁目４行目ないし１２行目 同上 

１８１ ２０３頁目２３行目ないし２０４頁目４行

目 

法５条５号及び６号 

１８２ ２０４頁目５行目４文字目ないし１０行目 同上 

１８３ ２０５頁目５行目ないし１４行目 同上 

１８４ ２０７頁目１１行目ないし１８行目 法５条２号，５号及び

６号 

１８５ ２０９頁目１１行目ないし２４行目 法５条５号及び６号 

１８６ ２１０頁目１０行目ないし１５行目 法５条２号，５号及び

６号 

１８７ ２１３頁目１行目ないし１２行目 法５条５号及び６号 

１８８ ２１４頁目１行目ないし１７行目 法５条２号，５号及び

６号 

１８９ ２１６頁目１１行目ないし１８行目 同上 

１９０ ２１８頁目１３行目ないし１５行目 同上 

１９１ ２２０頁目１１行目ないし２１行目 法５条５号及び６号 

１９２ ２２１頁目２１行目ないし２５行目 同上 

１９３ ２２４頁目１１行目ないし２２５頁目７行

目 

同上 

１９４ ２２５頁目２５行目ないし２２６頁目１２

行目 

同上 

１９５ ２２８頁目２行目ないし１８行目 同上 

１９６ ２２９頁目５行目ないし１７行目 同上 

１９７ ２３１頁目１１行目ないし１９行目 同上 

１９８ ２３２頁目８行目ないし２３行目 法５条２号，５号及び

６号 

１９９ ２３５頁目３行目ないし１０行目 法５条１号，５号及び

６号 

２００ ２３５頁目２３行目ないし２３６頁目６行 法５条５号及び６号 



 26 

目 

２０１ ２３６頁目８行目ないし２１行目 同上 

２０２ ２３７頁目７行目ないし１２行目 法５条１号，５号及び

６号 

２０３ ２３７頁目１３行目ないし２２行目 法５条１号，２号及び

６号 

２０４ ２４０頁目２行目ないし１６行目 法５条５号及び６号 

２０５ ２４１頁目２行目９文字目ないし２１文字

目 

法５条２号及び６号 

２０６ ２４１頁目２５行目２５文字目ないし２４

２頁目７行目 

法５条５号及び６号 

２０７ ２４２頁目８行目ないし１８行目 法５条２号，５号及び

６号 

２０８ ２４４頁目２５行目ないし２４５頁目９行

目 

法５条５号及び６号 

２０９ ２４５頁目１１行目ないし２６行目 法５条５号及び６号 

２１０ ２４８頁目２行目ないし２６行目 法５条２号，５号及び

６号 

２１１ ２４９頁目１１行目ないし２０行目 法５条５号及び６号 

２１２ ２４９頁目２５行目ないし２５０頁目４行

目 

法５条２号，５号及び

６号 

２１３ ２５２頁目２行目ないし９行目 法５条５号及び６号 

２１４ ２５２頁目１９行目ないし２５３頁目１行

目 

同上 

２１５ ２５３頁目２行目ないし８行目 法５条２号，５号及び

６号 

２１６ ２５３頁目１４行目ないし２０行目 法５条５号及び６号 

２１７ ２５６頁目２行目ないし１０行目 同上 

２１８ ２５８頁目２１行目ないし２５９頁目９行

目 

同上 

２１９ ２５９頁目１６行目ないし２０行目 同上 

２２０ ２６２頁目２行目ないし９行目 同上 

２２１ ２６３頁目１行目ないし７行目 法５条２号，５号及び

６号 

２２２ ２６３頁目８行目ないし１３行目 同上 

２２３ ２６３頁目１４行目ないし２６４頁目８行

目 

法５条５号及び６号 
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２２４ ２６６頁目２行目ないし８行目 同上 

２２５ ２６８頁目２０行目ないし２６９頁目４行

目 

同上 

２２６ ２６９頁目１５行目ないし２３行目 同上 

２２７ ２６９頁目２４行目ないし２７０頁目１５

行目 

法５条２号，５号及び

６号 

２２８ ２７２頁目２行目ないし２２行目 法５条１号，２号，５

号及び６号 

２２９ ２７３頁目１行目ないし３行目 法５条５号及び６号 

２３０ ２７５頁目３行目ないし１３行目 同上 

２３１ ２７８頁目１行目ないし６行目 同上 

２３２ ２７８頁目８行目ないし１３行目 法５条２号，５号及び

６号 

（注）１ 頁数については，文書１の１枚目を１頁目として数える。 

２ 行数については，空白行及び罫線のみの行がある場合は，当該

空白行等は行数に数えない。 

３ 文字数については，句読点，半角の英数字及び記号は１文字と

数え，空白及び罫線は数えない。 

 


